
件名 令和７年１１月４日付公告「埼玉県立小児医療センターで使用する電気」

標記案件について、以下のとおり回答します。

項目 質問内容 回答

1

各施設の現在の電力供給会社及び現在の計量日を教
えてください。

電力供給会社は、東京電力エナジーパートナー㈱で
す。また、現在の計量日は、１日です。

2

１日以外の施設様は、年間の請求が１３回、かつ供
給最終月のご請求が翌月、翌々月の２回に分割され
ます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前
日となりますご了承いただけますでしょうか。

了承します。

3

１日以外の施設を含むご案件について弊社とのご請
求回数が１３回になりますがご了承いただけますで
しょうか。

了承します。

4

各施設について、自動検針装置はついていますか。 仕様書のとおり、自動検針装置は、ついています。

5

各施設について、自家発補給電力の契約はあります
か。ある場合は契約電力（ｋｗ）、使用予定期間を
教えてください。

仕様書のとおり、３７０キロワットです。過去の使
用実績は０です。使用予定は未定です。

6

自家発補給電力につきまして、【基本料金単価】使
用月・不使用月【従量料金単価】点検時夏季・点検
時その他季・点検時以外夏季・点検時以外その他季
すべての単価を入札時提出の内訳書に提示させてい
ただくことは可能でしょうか。

ピークロード電力（自家発補給電力）につきまし
て、様式８の単価に追加して記載することは可能で
す。

7

上記単価の提示が入札時に不可の場合、契約時に弊
社にて単価を改めて提示させていただく認識でお間
違いないでしょうか。

ピークロード電力（自家発補給電力）につきまし
て、様式８の単価に追加で記載することは可能で
す。

8

契約書案に、【基本料金単価】使用月・不使用月
【従量料金単価】点検時夏季・点検時その他季・点
検時以外夏季・点検時以外その他季 すべての単価
が明記されない状態になっておりますが、こちら実
際の契約時には 単価一覧を挟み込んでいただくこ
とは可能でしょうか。

ピークロード電力（自家発補給電力）の単価につい
ては、追記は可能です。

9

自家発補給電力不使用月単価につきまして、使用月
の２０％、３０％、５０％等のご指定はありますで
しょうか。

指定はありません。自家発電補給電力不使用の場合
の単価を記載してください。なお、力率割引がある
場合は９９％で算出してください。

10

内訳書に記載する自家発補給電力基本料金について
は使用月、不使用月どちらの記載になりますでしょ
うか。

様式９の内訳書に記載のとおり、ピークロード電力
（自家発補給電力）不使用月の料金を記載してくだ
さい。

11

入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょう
か。

入札説明書７入札書の提出（１）の記載のとおり、
競争入札参加資格の確認を得た日から　令和７年１
２月１９日までの日付にしてださい。

12

入札額の算定時の力率について、力率１００％で算
定してよろしいでしょうか。（力率割引を考慮す
る）

様式９の内訳書に記載のとおり、入札金額の算定時
は、力率９９％で算定してください。

13

入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料
金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょう
か。

様式８の単価表は税込金額、様式９内訳書の算定は
税込金額で算定し、様式５入札書は、税抜金額で記
載してください。

質問回答書



14

入札時の算定方法について、内訳書等に記載のない
端数処理につきましては下記の端数処理方法にて算
出して問題ございませんでしょうか
Ａ：基本料金＝契約電力×単価×力率（小数点以下
第３位は切り捨て、小数点第２位までは保持）
Ｂ：電力量料金＝使用電力量×単価（小数点以下第
３位は切り捨て、小数点第２位までは保持）
Ｃ：燃料費等調整（燃料費調整単価＋市場価格調整
単価）＝使用電力量×単価（小数点以下第３位は切
り捨て、小数点第２位までは保持）
Ｄ：再エネ賦課金＝使用電力量×単価（小数点以下
切捨て）
※Ｃ・Ｄについては入札時に含む場合のみ
Ｅ：月額合計＝各月A～D合算（小数点以下切捨て）

内訳書等に記載の端数処理どおりであれば問題あり
ません。

15

税込総額→税抜総額にする際 円未満切上として処
理して問題ございませんでしょうか。

様式９の内訳書の記載のとおり問題ありません。

16

毎月のお支払いについて、弊社では「銀行振込」で
のお支払いのみとなりますがご了承いただけますで
しょうか。

了承します。

17

請求書は紙請求書を郵送いたします。請求書の到着
は毎月１５日前後、また長期連休時に２０日頃にな
る可能性がございますがよろしいでしょうか。（到
着前の確定金額の提示はできません）

了承します。

18

発行される請求書につきましてはすべて【税込】単
価の記載となりますがご了承いただけますでしょう
か。

了承します。

19

契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせてい
ただきますがご了承いただけますでしょうか。

了承します。

20

請求書の支払い期限は請求書受領後３０日以内に振
込となります。（年度末でも同様）ご承諾いただけ
ますでしょうか。

了承します。

21

弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対
して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了
承いただけますでしょうか。（自動販売機・施設内
の売店等）

了承します。

22

燃料費調整単価について弊社では請求金額算出にあ
たり「みなし一般電気事業者」の燃料調整費算出
式、及びその算出式を用いた燃料調整費単価を適用
しております。ご了承いただけますでしょうか。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。

23

燃料費調整単価は東京電力エナジーパートナー様の
算定諸元である「燃料費調整額＝燃料費調整単価
（ベーシックプラン）＋市場価格調整単価（ベー
シックプラン）」の時間帯別燃料費調整単価にて算
出適用しております。ご了解いただけますでしょう
か。

電気需給契約書（案）第１１条第１項及び第１１条
第２項に記載のとおりとなります。



24

当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を
含む）による「制度変更」等の変更が行われた場
合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時
との状況の変化が発生した」事により、協議に応じ
ていただくことは可能でしょうか。

電気需給契約書（案）第２１条では、経済情勢の変
動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事
情の変更により、本契約に定める条件が不適当と
なったと認められる場合には、協議に応じることは
可能です。ただし、当該地域を管轄するみなし小売
電気事業者が価格を改定した際に、必ず電気需給契
約書（案）第２１条を適用することを確約するもの
ではありません。

25

契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望
及び予定はございますか（５００ｋＷ以上の協議制
契約の場合）併せて、契約開始後の契約電力変更に
関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要
となりますため、ご希望に添えない場合がございま
す。また、入札時の算定条件と異なることになるた
め、弊社からあわせて単価変更のご提示と協議をご
依頼する場合がございます。ご了承ください。

契約電力の変更はありません。

26

契約電力が１施設で５００ｋＷ以上（協議制）の施
設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力
を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が
一般送配電事業者に却下される可能性がございま
す。その場合は超過した契約電力でのご契約となり
ますがご了承いただけますでしょうか。

契約電力の変更はありません。

27

契約電力が１施設で５００ｋＷ以上（協議制）の施
設について、今現在の契約電力と直近１年間の最大
需要電力の実績値をご教示願います。
例：契約電力：〇〇ｋＷ 最大需要電力実績：２０
２４年１月　〇〇ｋＷ

2025年4月より契約電力1700kW。
2025年7月最大需要電力は1416kW。

28

上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書
に記載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約
電力でのご契約が必須となりますでしょうか。

上記のとおりです。

29

電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認さ
せていただくため、弊社が落札させていただいた場
合、「直近１年分の３０分値データ」をエクセル
データにてご提供をお願いしております。ご対応い
ただけますでしょうか。

契約後の協議により対応します。

30

３０分値データ等をお持ちでなく提供ができない方
落札時に「３０分値データ取得についての同意書」
へご捺印・ご提出のご対応は可能でしょうか。

契約後の協議により対応します。

31

当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊
社への貴施設３０分値の広域機関より提供いただく
ことが可能となりますがこちらの対応も難しいで
しょうか。こちらも落札後のご対応となります。

契約後の協議により対応します。

32

施設において建築・増築にかかる移転はありますで
しょうか。

ありません。

33

供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、
工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はあ
りますでしょうか。

予定はありません。
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契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に
関しましては工事予定日２か月前までに弊社と協議
をおこなっていただくことをご了承いただけますで
しょうか。

了承します。

35

開札結果について公開方法・範囲を教えていただけ
ますでしょうか。あるいは開札結果を開札日（ある
いは翌日）に電話かメール等でご連絡は可能でしょ
うか。

開札結果は、病院機構HPに掲載します。
公開日は指定できませんが、開札後遅滞なく公開し
ます。

36

落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確
認したく、最新請求書１ケ月分の写しをご提出は可
能でしょうか。

可能です。

37

仕様書の契約電力が過去１年間の実績最大電力を下
回っている場合、仕様書記載の契約電力での申込が
一般送配電事業者に却下される可能性がございま
す。その場合は過去１年間の実績最大電力でのご契
約となりますがご了承いただけますか。また、過去
１年間の実績最大電力でのご契約が不可の場合、仕
様書記載の契約電力の根拠が必要となりますので、
弊社が落札した場合は、算出根拠資料の提出をお願
いいたします。

了承します。

38

電気の需給契約は１年を単位としており、新たに電
気の需給契約を締結した場合には、その契約内容を
１年間継続していただくことを原則としておりま
す。１年に満たないで需給契約を廃止される場合
は、接続送電サービス料金の精算、期中解約金を申
し受けます。また、契約電力等を１年に満たないで
減少される場合は、当該部分について接続送電サー
ビス料金を精算させていただきますがよろしいで
しょうか。

了承します。

39

弊社は令和６年４月１日の電気需給約款の改定によ
り電力量単価が単一となる料金プラン(ベーシック
プラン)での応札となります。毎月の電力量料金内
訳(ピーク・夏季昼間・その他季昼間・夜間等４窓)
の区別がなく、単一単価が表示されますがよろしい
でしょうか。

了承します。

40

自家発補給電力契約がなくなり、新メニューのブレ
ンド契約による算定でよろしいでしょうか。
契約電力：ベースロード電力(旧契約電力)＋ピーク
ロード電力(自家発補給電力)
料金体系はベースロード電力、ピークロード電力と
もに前項のベーシックプランと同じとなります。

了承します。
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様式９の内訳書のピークロード電力の基本料金につ
いて、力率はベースロード電力と同じ値での算定と
なりますが、内訳書には力率割引が含まれておりま
せん。入札価格算定時はベースロード電力分の力率
と同じ値（99％）算定した結果を様式９内訳書へ記
載してよろしいでしょうか。

ピークロード電力も力率９９％で算定してくださ
い。

42

入札書の予定契約電力は、内訳書に記載されている
ベースロード1,700ｋＷ、ピークロード370ｋＷでよ
ろしいでしょうか。

そのとおりです。

43

入札書に記載する日付は入札日以前の日付でよろし
いでしょうか。

入札説明書７入札書の提出（１）の記載のとおり、
競争入札参加資格の確認を得た日から　令和７年１
２月１９日までの日付にしてください。

44

弊社が落札した場合、電化厨房契約の付帯契約は解
約となります。

了承します。

45

電気料金請求書（払込用紙）はお支払専用用紙とな
りますので、ご請求金額の内訳は表示されておりま
せん。弊社のWEBサイトより「電気料金等請求書・
請求金額内訳」にてお知らせさせていただきますが
よろしいでしょうか。
なお、「電気料金等請求書・請求金額内訳」はイン
ボイス制度に対応した適格請求書となりますが、押
印は必須ではないため省略しております。
また、代表者名、責任者名、担当者名、連絡先等の
表示もございません。

了承します。

46

弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議さ
せていただくことは可能でしょうか。また、可能な
場合、電気需給契約の内容は多岐にわたるため，契
約書にない細目的事項に関しては地域を所轄するみ
なし小売電気事業者の電気需給約款、ブレンド契約
要綱に依拠する形で締結させていただくことは可能
でしょうか。

電気需給契約書（案）のとおりの契約となります
が、不明部分については、契約後、協議し決定する
ものとします。

47

一般送配電事業者の託送供給約款の見直し（レベ
ニューキャップ制度）等、社会情勢の大きな変化が
あった場合は、契約単価を変更させていただきたい
と存じますが応じていただけますか。
※レベニューキャップ制度とは、近年頻発している
自然災害や、再生可能エネルギーの普及など、様々
な環境変化に対応するため、一般送配電事業者が電
力送配電設備の強靭化などに必要な投資の確保と、
コスト効率化による費用削減を両立させるための制
度となり、一般送配電事業者の送配電設備を利用す
る際の利用料であることから、当社にて提供してい
るすべての料金メニューが対象となります。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。



48

弊社では、2026年3月末を以て旧電気料金プランが
廃止となるため、2026年4月1日に電気需給約款の改
定を予定しています。
それに伴い、燃料費調整制度(基準燃料価格，基準
燃料単価および係数)ならびに市場価格調整制度(基
準市場価格、基準市場単価)が見直されます。弊社
が落札した場合は、2026年4月1日に電気需給約款、
ブレンド契約要綱による算定を行いますがよろしい
でしょうか。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。

49

弊社が落札した場合、実際の料金算定にあたって
は、ベーシックプランの燃料費調整額および市場価
格調整額による調整を行うことでよろしいでしょう
か。

電気需給契約書（案）第１１条第１項及び第１１条
第２項に記載のとおりとなります。

50

お支払期限日を弊社需給約款に記載の支払期日以外
の日でご指定いただいておりますが、電気料金請求
書（払込用紙）および、弊社のWEBサイト内にてお
知らせする「電気料金等請求書・請求金額内訳」で
はお支払期日の記載がご指定の期日に修正できない
ため、裕度を持たせた日程で表示させていただいて
おりますがよろしいでしょうか。

了承します。

51

弊社が落札した場合、使用電力量等算定方法は計量
器の指示数による差引から、一般送配電事業者から
提供される３０分値の積算によります。
使用電力量等のデータは、弊社のWEBサイト内の電
気料金等のお知らせ、適格請求書(電気料金等請求
書裏面の請求金額内訳)によりお知らせすることに
なりますがよろしいでしょうか。

了承します。

52

開札の結果により、供給する小売電気事業者が変更
となる場合は、供給者変更（スイッチング）の申込
手続きを小売電気事業者が行う必要があります。
一般送配電事業者の取り決めにより，スイッチング
の申込期日が厳格に定められているため、開札以降
すみやかに、小売電気事業者宛に廃止申込および使
用申込手続きを行っていただきますようよろしくお
願いいたします。

了承します。

53

質問書の回答内容を確認するために担当者さま宛て
に電話することは可能でしょうか。

回答内容の確認について、電話していただくことは
可能ですが、新たな質問はお受けできません。

54

開札結果を電子メールで通知いただく場合、全ての
応札者名、応札価格を教えていただくことは可能で
しょうか。

開札結果は、病院機構HPに掲載します。
公開日は指定できませんが、開札後遅滞なく公開し
ます。

55

入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生じ
た場合は、電話等にて連絡をいただけますでしょう
か。

変更や修正が生じた場合は、電話で連絡します。

56

弊社が落札した場合、契約協議は電話、メール等で
の対応でよろしいでしょうか。

落札者には契約に関する手続きをご案内しますので
その際に、ご希望の連絡方法で協議の上決定しま
す。

57

弊社落札の場合、切替手続きに必要な書類一式（現
契約先の請求書など）を早急にご提出いただけます
でしょうか。

可能です。



58

請求時の電気料金計算方法は基本料金、電力量料
金、燃料調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それ
らの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよ
ろしいですか。

電気需給契約書（案）第8条の記載のとおりです。

59

1施設の電気料金のお支払いが複数からなることは
ございますか。（例：庁舎○○円、売店○○円
等）。ある場合は、分割数を教えてください。分担
してお支払いされる際は、分割後の支払金額を弊社
に通知いただきます。また、分割後の請求書の発行
はできませんがご了承いただけますか。

１施設1請求書になります。

60

請求書は電子請求書でありお客様マイページからダ
ウンロードしていただくこととなります。ご了承い
ただけますか。

了承します。

61

マイページからダウンロードして入手可能な請求書
は、社印有もしくは捺印無しの形式でご提供可能で
すが、問題ございませんか。

了承します。

62

年度末（～3/31）までの電気料金のみ、通常のスケ
ジュールに比べ早めにご提出することは業務上対応
が難しいですが、ご了承いただけますでしょうか。

了承します。

63

口座振替（公振くん）によりお支払いいただく場
合、毎月23日引き落としのみ対応ですが、了承いた
だけますか。

電気需給契約書（案）第１２条の記載のとおり、請
求書払になります。

64

契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協
議を申し出た場合、応じていただけますか。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。

65 当該施設の計量日をご教示ください。 現在の計量日は、１日です。

66

燃料費等調整額はみなし小売電気事業者の「電気需
給約款【特別高圧・高圧】（2025年4月1日実施）」
（ベーシックプラン）に基づき算定する認識でよろ
しいでしょうか。また、弊社では、市場価格調整単
価を施設ごとの検針日に関わらず、「検針日が毎月
２日から月末までのいずれかの場合」の単価でのみ
対応しております。了承していただけますか。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。

67

燃料費等調整額はみなし小売電気事業者の「電気需
給約款【特別高圧・高圧】（2025年4月1日実施）」
（ベーシックプラン）に基づき算定する場合、請求
書に朝・昼・晩・夜時間の単価が表示されないので
すが、ご了承いただけますか。

了承します。

68

地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、
市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合
は、協議の上、契約単価等の変更可能ですか。

電気需給契約書（案）第２１条では、経済情勢の変
動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事
情の変更により、本契約に定める条件が不適当と
なったと認められる場合には、協議に応じることは
可能です。ただし、当該地域を管轄するみなし小売
電気事業者が価格を改定した際に、必ず電気需給契
約書（案）第２１条を適用することを確約するもの
ではありません。

69

地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単価
の算定方法の見直しが行われた場合、弊社において
も同様に見直す可能性がありますが応じていただけ
ますか。

電気需給契約書（案）のとおりですが、ご質問の内
容については、契約後、協議し決定するものとしま
す。



70

契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転
等により電力を供給を停止する施設がある場合、別
途書面にて申込みを頂かないと対応できませんので
ご容赦いただけますか。

了承します。

71

契約期間中に電気工事を予定している拠点はござい
ますか。なお、東京電力パワーグリッドの工事費負
担金が発生した場合、貴所ないしは工事会社様から
直接お支払いただく形を取ってもよろしいでしょう
か。

了承します。

72

当社では、蓄熱調整割引は対応しておりませんが了
承いただけますか。

了承します。

73

入札書に記載する日付は、提出日、開札日のいずれ
でしょうか。

入札説明書７入札書の提出（１）の記載のとおり、
競争入札参加資格の確認を得た日から　令和７年１
２月１９日までの提出日にしてください。


